
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
条
文

○

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
五
章
の
二

特
殊
な
作
業
等
の
管
理
（
第
三
十
八
条
の
五
―
第
三
十
八
条

第
五
章
の
二

特
殊
な
作
業
等
の
管
理
（
第
三
十
八
条
の
五
―
第
三
十
八
条

の
十
八
）

の
十
六
）

（
定
義
等
）

（
定
義
等
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該

第
二
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

特
定
第
二
類
物
質

第
二
類
物
質
の
う
ち
、
令
別
表
第
三
第
二
号
１
、

三

特
定
第
二
類
物
質

第
二
類
物
質
の
う
ち
、
令
別
表
第
三
第
二
号
１
、

２
、
４
か
ら
７
ま
で
、

、

、

、

、

、

、

か
ら

ま
で
、

２
、
４
か
ら
７
ま
で
、

、

、

、

、

、

、

か
ら

ま
で
及

12

17

19

20

23

24

26

30

12

17

19

20

23

24

26

30

の
２
及
び

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
物
並
び
に
別
表
第
一
第
一
号
、
第

び

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
物
並
び
に
別
表
第
一
第
一
号
、
第
二
号
、
第

31

34

36

34

36

二
号
、
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
、
第
十
二
号
、
第
十
七
号
、
第
十
九
号

四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
、
第
十
二
号
、
第
十
七
号
、
第
十
九
号
、
第
二
十

、
第
二
十
号
、
第
二
十
三
号
、
第
二
十
四
号
、
第
二
十
六
号
か
ら
第
三
十

号
、
第
二
十
三
号
、
第
二
十
四
号
、
第
二
十
六
号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
及

号
ま
で
、
第
三
十
一
号
の
二
及
び
第
三
十
四
号
か
ら
第
三
十
六
号
ま
で
に

び
第
三
十
四
号
か
ら
第
三
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
物
を
い
う
。

掲
げ
る
物
を
い
う
。

四
～
七

（
略
）

四
～
七

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

令
別
表
第
三
第
三
号
９
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
物
は
、
別
表
第
二
に

３

令
別
表
第
三
第
三
号

の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
物
は
、
別
表
第
二
に

10

掲
げ
る
物
と
す
る
。

掲
げ
る
物
と
す
る
。

（
定
期
自
主
検
査
を
行
う
べ
き
機
械
等
）

（
定
期
自
主
検
査
を
行
う
べ
き
機
械
等
）

第
二
十
九
条

令
第
十
五
条
第
一
項
第
九
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
局
所

第
二
十
九
条

令
第
十
五
条
第
一
項
第
九
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
局
所



排
気
装
置
、
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
、
除
じ
ん
装
置
、
排
ガ
ス
処
理
装

排
気
装
置
、
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
、
除
じ
ん
装
置
、
排
ガ
ス
処
理
装

置
及
び
排
液
処
理
装
置
（
特
定
化
学
物
質
そ
の
他
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
物

置
及
び
排
液
処
理
装
置
（
特
定
化
学
物
質
そ
の
他
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
物

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

第
三
条
、
第
四
条
第
三
項
、
第
五
条
第
一
項
、
第
三
十
八
条
の
十
三
第

一

第
三
条
、
第
四
条
第
三
項
、
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
八
条
の

一
項
第
二
号
、
第
三
十
八
条
の
十
七
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
三
十
八

十
三
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
又
は
第
五
十
条
第
一
項
第
六
号
若

条
の
十
八
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
又
は
第
五
十
条
第
一
項
第
六

し
く
は
第
五
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
五
号
、
第
九
号
若
し
く
は
第

号
若
し
く
は
第
五
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
五
号
、
第
九
号
若
し
く

十
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
設
け
ら
れ
る
局
所
排
気
装
置
（
第
三
条
第
一
項

は
第
十
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
設
け
ら
れ
る
局
所
排
気
装
置
（
第
三
条
第

た
だ
し
書
及
び
第
三
十
八
条
の
十
六
第
一
項
た
だ
し
書
の
局
所
排
気
装
置

一
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
十
八
条
の
十
六
第
一
項
た
だ
し
書
の
局
所
排
気

を
含
む
。
）

装
置
を
含
む
。
）

二

第
三
条
、
第
四
条
第
三
項
、
第
五
条
第
一
項
、
第
三
十
八
条
の
十
三
第

二

第
三
条
、
第
四
条
第
三
項
、
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
八
条
の

一
項
第
二
号
、
第
三
十
八
条
の
十
七
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
三
十
八

十
三
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
又
は
第
五
十
条
第
一
項
第
六
号
若

条
の
十
八
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
又
は
第
五
十
条
第
一
項
第
六

し
く
は
第
五
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
五
号
、
第
九
号
若
し
く
は
第

号
若
し
く
は
第
五
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
五
号
、
第
九
号
若
し
く

十
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
設
け
ら
れ
る
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
（
第

は
第
十
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
設
け
ら
れ
る
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置

三
十
八
条
の
十
六
第
一
項
た
だ
し
書
の
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
含

（
第
三
十
八
条
の
十
六
第
一
項
た
だ
し
書
の
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置

む
。
）

を
含
む
。
）

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

（
測
定
及
び
そ
の
記
録
）

（
測
定
及
び
そ
の
記
録
）

第
三
十
六
条

（
略
）

第
三
十
六
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

事
業
者
は
、
前
項
の
測
定
の
記
録
の
う
ち
、
令
別
表
第
三
第
一
号
１
、
２

３

事
業
者
は
、
前
項
の
測
定
の
記
録
の
う
ち
、
令
別
表
第
三
第
一
号
１
、
２

若
し
く
は
４
か
ら
７
ま
で
に
掲
げ
る
物
又
は
同
表
第
二
号
４
か
ら
６
ま
で
、

若
し
く
は
４
か
ら
７
ま
で
に
掲
げ
る
物
又
は
同
表
第
二
号
４
か
ら
６
ま
で
、

８
、

、

、

、

、

、

、

、

、

の
２
若
し
く
は

に
掲
げ

８
、

、

、

、

、

、

、

、

若
し
く
は

に
掲
げ
る
物
に
係

12

14

15

19

24

26

29

30

31

32

12

14

15

19

24

26

29

30

32

る
物
に
係
る
測
定
の
記
録
並
び
に
同
号

若
し
く
は

に
掲
げ
る
物
又
は
別

る
測
定
の
記
録
並
び
に
同
号

若
し
く
は

に
掲
げ
る
物
又
は
別
表
第
一
第

11

21

11

21

表
第
一
第
十
一
号
若
し
く
は
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
物
（
以
下
「
ク
ロ
ム
酸

十
一
号
若
し
く
は
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
物
（
以
下
「
ク
ロ
ム
酸
等
」
と
い

等
」
と
い
う
。
）
を
製
造
す
る
作
業
場
及
び
ク
ロ
ム
酸
等
を
鉱
石
か
ら
製
造

う
。
）
を
製
造
す
る
作
業
場
及
び
ク
ロ
ム
酸
等
を
鉱
石
か
ら
製
造
す
る
事
業

す
る
事
業
場
に
お
い
て
ク
ロ
ム
酸
等
を
取
り
扱
う
作
業
場
に
つ
い
て
行
つ
た

場
に
お
い
て
ク
ロ
ム
酸
等
を
取
り
扱
う
作
業
場
に
つ
い
て
行
つ
た
令
別
表
第

令
別
表
第
三
第
二
号

又
は

に
掲
げ
る
物
に
係
る
測
定
の
記
録
に
つ
い
て

三
第
二
号

又
は

に
掲
げ
る
物
に
係
る
測
定
の
記
録
に
つ
い
て
は
、
三
十

11

21

11

21



は
、
三
十
年
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

年
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

（
測
定
結
果
の
評
価
）

（
測
定
結
果
の
評
価
）

第
三
十
六
条
の
二

事
業
者
は
、
令
別
表
第
三
第
一
号
３
若
し
く
は
６
に
掲
げ

第
三
十
六
条
の
二

事
業
者
は
、
令
別
表
第
三
第
一
号
３
若
し
く
は
６
に
掲
げ

る
物
又
は
同
表
第
二
号
１
か
ら
７
ま
で
、

、

、

か
ら

ま
で
、

か

る
物
又
は
同
表
第
二
号
１
か
ら
７
ま
で
、

、

、

か
ら

ま
で
、

か

10

11

13

25

27

10

11

13

25

27

ら

の
２
ま
で
若
し
く
は

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
物
に
係
る
屋
内
作
業
場

ら

ま
で
若
し
く
は

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
物
に
係
る
屋
内
作
業
場
に
つ

31

33

36

31

33

36

に
つ
い
て
、
前
条
第
一
項
又
は
労
働
安
全
衛
生
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。

い
て
、
前
条
第
一
項
又
は
労
働
安
全
衛
生
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

）
第
六
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
行
つ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度

六
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
行
つ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
速

、
速
や
か
に
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
作
業
環
境
評
価
基
準
に
従
つ
て
、

や
か
に
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
作
業
環
境
評
価
基
準
に
従
つ
て
、
作
業

作
業
環
境
の
管
理
の
状
態
に
応
じ
、
第
一
管
理
区
分
、
第
二
管
理
区
分
又
は

環
境
の
管
理
の
状
態
に
応
じ
、
第
一
管
理
区
分
、
第
二
管
理
区
分
又
は
第
三

第
三
管
理
区
分
に
区
分
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
測
定
の
結
果
の
評
価
を
行
わ

管
理
区
分
に
区
分
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
測
定
の
結
果
の
評
価
を
行
わ
な
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

事
業
者
は
、
前
項
の
評
価
の
記
録
の
う
ち
、
令
別
表
第
三
第
一
号
６
に
掲

３

事
業
者
は
、
前
項
の
評
価
の
記
録
の
う
ち
、
令
別
表
第
三
第
一
号
６
に
掲

げ
る
物
又
は
同
表
第
二
号
４
か
ら
６
ま
で
、

、

、

、

、

、

若

げ
る
物
又
は
同
表
第
二
号
４
か
ら
６
ま
で
、

、

、

、

、

若
し
く

14

15

19

24

29

30

14

15

19

24

29

し
く
は

の
２
に
掲
げ
る
物
に
係
る
評
価
の
記
録
並
び
に
ク
ロ
ム
酸
等
を
製

は

に
掲
げ
る
物
に
係
る
評
価
の
記
録
並
び
に
ク
ロ
ム
酸
等
を
製
造
す
る
作

31

30

造
す
る
作
業
場
及
び
ク
ロ
ム
酸
等
を
鉱
石
か
ら
製
造
す
る
事
業
場
に
お
い
て

業
場
及
び
ク
ロ
ム
酸
等
を
鉱
石
か
ら
製
造
す
る
事
業
場
に
お
い
て
ク
ロ
ム
酸

ク
ロ
ム
酸
等
を
取
り
扱
う
作
業
場
に
つ
い
て
行
つ
た
令
別
表
第
三
第
二
号

等
を
取
り
扱
う
作
業
場
に
つ
い
て
行
つ
た
令
別
表
第
三
第
二
号

又
は

に

11

11

21

又
は

に
掲
げ
る
物
に
係
る
評
価
の
記
録
に
つ
い
て
は
、
三
十
年
間
保
存
す

掲
げ
る
物
に
係
る
評
価
の
記
録
に
つ
い
て
は
、
三
十
年
間
保
存
す
る
も
の
と

21

る
も
の
と
す
る
。

す
る
。

（
掲
示
）

（
掲
示
）

第
三
十
八
条
の
三

事
業
者
は
、
第
一
類
物
質
（
塩
素
化
ビ
フ
エ
ニ
ル
等
を
除

第
三
十
八
条
の
三

事
業
者
は
、
第
一
類
物
質
（
塩
素
化
ビ
フ
エ
ニ
ル
等
を
除

く
。
）
又
は
令
別
表
第
三
第
二
号
４
か
ら
６
ま
で
、
８
、

、

、

、

く
。
）
又
は
令
別
表
第
三
第
二
号
４
か
ら
６
ま
で
、
８
、

、

、

、

11

12

14

15

11

12

14

15

、

、

、

、

、

、

、

の
２
若
し
く
は

に
掲
げ
る
物
若
し
く

、

、

、

、

、

、

若
し
く
は

に
掲
げ
る
物
若
し
く
は
別
表
第

19

21

24

26

29

30

31

32

19

21

24

26

29

30

32

は
別
表
第
一
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
八
号
、
第
十
一
号
、
第
十
二
号

一
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
八
号
、
第
十
一
号
、
第
十
二
号
、
第
十
四

、
第
十
四
号
、
第
十
五
号
、
第
十
九
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
四
号
、
第

号
、
第
十
五
号
、
第
十
九
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
四
号
、
第
二
十
六
号

二
十
六
号
、
第
二
十
九
号
、
第
三
十
号
、
第
三
十
一
号
の
二
若
し
く
は
第
三

、
第
二
十
九
号
、
第
三
十
号
若
し
く
は
第
三
十
二
号
に
掲
げ
る
物
（
以
下
「

十
二
号
に
掲
げ
る
物
（
以
下
「
特
別
管
理
物
質
」
と
総
称
す
る
。
）
を
製
造

特
別
管
理
物
質
」
と
総
称
す
る
。
）
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業
場
（

し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業
場
（
ク
ロ
ム
酸
等
を
取
り
扱
う
作
業
場
に
あ
つ
て

ク
ロ
ム
酸
等
を
取
り
扱
う
作
業
場
に
あ
つ
て
は
、
ク
ロ
ム
酸
等
を
鉱
石
か
ら



は
、
ク
ロ
ム
酸
等
を
鉱
石
か
ら
製
造
す
る
事
業
場
に
お
い
て
ク
ロ
ム
酸
等
を

製
造
す
る
事
業
場
に
お
い
て
ク
ロ
ム
酸
等
を
取
り
扱
う
作
業
場
に
限
る
。
次

取
り
扱
う
作
業
場
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
は
、
次
の
事
項
を

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
は
、
次
の
事
項
を
、
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が

、
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
一
・
三
―
ブ
タ
ジ
エ
ン
等
に
係
る
措
置
）

第
三
十
八
条
の
十
七

事
業
者
は
、
一
・
三
―
ブ
タ
ジ
エ
ン
又
は
一
・
三
―
ブ

タ
ジ
エ
ン
を
そ
の
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他

の
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
一
・
三
―
ブ
タ
ジ
エ
ン
等
」
と
い
う
。
）

を
製
造
し
、
若
し
く
は
取
り
扱
う
設
備
か
ら
試
料
を
採
取
し
、
又
は
当
該
設

備
の
保
守
点
検
を
行
う
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

一
・
三
―
ブ
タ
ジ
エ
ン
等
を
製
造
し
、
若
し
く
は
取
り
扱
う
設
備
か
ら

試
料
を
採
取
し
、
又
は
当
該
設
備
の
保
守
点
検
を
行
う
作
業
場
所
に
、
一

・
三
―
ブ
タ
ジ
エ
ン
等
の
ガ
ス
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気

装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一
・

三
―
ブ
タ
ジ
エ
ン
等
の
ガ
ス
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装

置
若
し
く
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
の
設
置
が
著
し
く
困
難
な
場
合

又
は
臨
時
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
全
体
換
気
装
置
を
設
け
、
又

は
労
働
者
に
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
等
労
働
者
の
健
康
障
害
を
予

防
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

一
・
三
―
ブ
タ
ジ
エ
ン
等
を
製
造
し
、
若
し
く
は
取
り
扱
う
設
備
か
ら

試
料
を
採
取
し
、
又
は
当
該
設
備
の
保
守
点
検
を
行
う
作
業
場
所
に
は
、

次
の
事
項
を
、
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
す
る

こ
と
。

イ

一
・
三
―
ブ
タ
ジ
エ
ン
等
を
製
造
し
、
若
し
く
は
取
り
扱
う
設
備
か

ら
試
料
を
採
取
し
、
又
は
当
該
設
備
の
保
守
点
検
を
行
う
作
業
場
所
で

あ
る
旨

ロ

一
・
三
―
ブ
タ
ジ
エ
ン
等
の
人
体
に
及
ぼ
す
作
用



ハ

一
・
三
―
ブ
タ
ジ
エ
ン
等
の
取
扱
い
上
の
注
意
事
項

ニ

使
用
す
べ
き
保
護
具

三

一
・
三
―
ブ
タ
ジ
エ
ン
等
を
製
造
し
、
若
し
く
は
取
り
扱
う
設
備
か
ら

試
料
を
採
取
し
、
又
は
当
該
設
備
の
保
守
点
検
を
行
う
作
業
場
所
に
お
い

て
常
時
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
、
一
月
を
超
え
な
い
期
間
ご

と
に
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
十
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

イ

労
働
者
の
氏
名

ロ

従
事
し
た
作
業
の
概
要
及
び
当
該
作
業
に
従
事
し
た
期
間

ハ

一
・
三
―
ブ
タ
ジ
エ
ン
等
に
よ
り
著
し
く
汚
染
さ
れ
る
事
態
が
生
じ

た
と
き
は
、
そ
の
概
要
及
び
事
業
者
が
講
じ
た
応
急
の
措
置
の
概
要

四

一
・
三
―
ブ
タ
ジ
エ
ン
等
を
製
造
し
、
若
し
く
は
取
り
扱
う
設
備
か
ら

試
料
を
採
取
し
、
又
は
当
該
設
備
の
保
守
点
検
を
行
う
作
業
に
労
働
者
を

従
事
さ
せ
る
事
業
者
は
、
事
業
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
特
別
管

理
物
質
等
関
係
記
録
等
報
告
書
（
様
式
第
十
一
号
）
に
前
号
の
作
業
の
記

録
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
す
る
こ
と
。

２

第
七
条
第
一
項
及
び
第
八
条
の
規
定
は
前
項
第
一
号
の
局
所
排
気
装
置
に

つ
い
て
、
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
の
規
定
は
同
号
の
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型

換
気
装
置
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
前
項
第
一
号
の
局
所
排
気
装
置

が
屋
外
に
設
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
第
七
条
第
一
項
第
四
号
及
び

第
五
号
の
規
定
、
前
項
第
一
号
の
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
が
屋
外
に
設

置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
同
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定

は
、
準
用
し
な
い
。

（
硫
酸
ジ
エ
チ
ル
等
に
係
る
措
置
）

第
三
十
八
条
の
十
八

事
業
者
は
、
硫
酸
ジ
エ
チ
ル
又
は
硫
酸
ジ
エ
チ
ル
を
そ

の
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
硫
酸
ジ
エ
チ
ル
等
」
と
い
う
。
）
を
触
媒
と
し
て
取
り
扱

う
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

硫
酸
ジ
エ
チ
ル
等
を
触
媒
と
し
て
取
り
扱
う
作
業
場
所
に
、
硫
酸
ジ
エ



チ
ル
等
の
蒸
気
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ

シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
硫
酸
ジ
エ
チ
ル
等
の

蒸
気
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
若
し
く
は
プ
ッ
シ
ュ

プ
ル
型
換
気
装
置
の
設
置
が
著
し
く
困
難
な
場
合
又
は
臨
時
の
作
業
を
行

う
場
合
に
お
い
て
、
全
体
換
気
装
置
を
設
け
、
又
は
労
働
者
に
呼
吸
用
保

護
具
を
使
用
さ
せ
る
等
労
働
者
の
健
康
障
害
を
予
防
す
る
た
め
必
要
な
措

置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

硫
酸
ジ
エ
チ
ル
等
を
触
媒
と
し
て
取
り
扱
う
作
業
場
所
に
は
、
次
の
事

項
を
、
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
す
る
こ
と
。

イ

硫
酸
ジ
エ
チ
ル
等
を
触
媒
と
し
て
取
り
扱
う
作
業
場
所
で
あ
る
旨

ロ

硫
酸
ジ
エ
チ
ル
等
の
人
体
に
及
ぼ
す
作
用

ハ

硫
酸
ジ
エ
チ
ル
等
の
取
扱
い
上
の
注
意
事
項

ニ

使
用
す
べ
き
保
護
具

三

硫
酸
ジ
エ
チ
ル
等
を
触
媒
と
し
て
取
り
扱
う
作
業
場
所
に
お
い
て
常
時

作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
、
一
月
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
次

の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
十
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

イ

労
働
者
の
氏
名

ロ

従
事
し
た
作
業
の
概
要
及
び
当
該
作
業
に
従
事
し
た
期
間

ハ

硫
酸
ジ
エ
チ
ル
等
に
よ
り
著
し
く
汚
染
さ
れ
る
事
態
が
生
じ
た
と
き

は
、
そ
の
概
要
及
び
事
業
者
が
講
じ
た
応
急
の
措
置
の
概
要

四

硫
酸
ジ
エ
チ
ル
等
を
触
媒
と
し
て
取
り
扱
う
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ

せ
る
事
業
者
は
、
事
業
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
特
別
管
理
物
質

等
関
係
記
録
等
報
告
書
（
様
式
第
十
一
号
）
に
前
号
の
作
業
の
記
録
を
添

え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
す
る
こ
と
。

２

第
七
条
第
一
項
及
び
第
八
条
の
規
定
は
前
項
第
一
号
の
局
所
排
気
装
置
に

つ
い
て
、
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
の
規
定
は
同
号
の
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型

換
気
装
置
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
前
項
第
一
号
の
局
所
排
気
装
置

が
屋
外
に
設
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
第
七
条
第
一
項
第
四
号
及
び

第
五
号
の
規
定
、
前
項
第
一
号
の
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
が
屋
外
に
設

置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
同
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定



は
、
準
用
し
な
い
。

第
五
十
三
条

特
別
管
理
物
質
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
事
業
者
は
、
事
業

第
五
十
三
条

特
別
管
理
物
質
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
事
業
者
は
、
事
業

を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
特
別
管
理
物
質
等
関
係
記
録
等
報
告
書
（

を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
特
別
管
理
物
質
関
係
記
録
等
報
告
書
（
様

様
式
第
十
一
号
）
に
次
の
記
録
及
び
特
定
化
学
物
質
健
康
診
断
個
人
票
又
は

式
第
十
一
号
）
に
次
の
記
録
及
び
特
定
化
学
物
質
健
康
診
断
個
人
票
又
は
こ

こ
れ
ら
の
写
し
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
す
る
も
の
と

れ
ら
の
写
し
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す

す
る
。

る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

別
表
第
一
（
第
二
条
、
第
五
条
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
八
条
の
三
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
、
第
五
条
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
八
条
の
三
関
係
）

一
～
三
十
一

（
略
）

一
～
三
十
一

（
略
）

三
十
一
の
二

ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
。
た
だ

し
、
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
含
有
量
が
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も

の
を
除
く
。

三
十
二
～
三
十
六

（
略
）

三
十
二
～
三
十
六

（
略
）

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
。
た
だ
し
、
ホ
ル

ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
含
有
量
が
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
を
除
く

。

八

硫
酸
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
。
た
だ
し
、
硫
酸
の
含
有
量
が
重

九

硫
酸
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
。
た
だ
し
、
硫
酸
の
含
有
量
が
重

量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
を
除
く
。

量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
を
除
く
。

様
式
第
６
号

（
略
）

様
式
第
６
号

（
略
）

様
式
第

号

（
第

条
の

、
第

条
の

、
第

条
関
係
）

様
式
第

号
（
第

条
関
係
）

11

38

17

38

18

53

11

53

（
略
）

（
略
）



○

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
八
十
六
条

別
表
第
七
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
械
等
を
設
置
し
、
若
し
く
は
移

第
八
十
六
条

別
表
第
七
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
械
等
を
設
置
し
、
若
し
く
は
移

転
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
主
要
構
造
部
分
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
業
者
が
法

転
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
主
要
構
造
部
分
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
業
者
が
法

第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式

第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式

第
二
十
号
に
よ
る
届
書
に
、
当
該
機
械
等
の
種
類
に
応
じ
て
同
表
の
中
欄
に

第
二
十
号
に
よ
る
届
書
に
、
当
該
機
械
等
の
種
類
に
応
じ
て
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
及
び
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
図
面
等
を
添
え

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
及
び
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
図
面
等
を
添
え

て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号

３

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号

。
以
下
「
特
化
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請

。
以
下
「
特
化
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請

を
し
た
者
が
行
う
別
表
第
七
の
十
六
の
項
か
ら
二
十
の
三
の
項
ま
で
の
上
欄

を
し
た
者
が
行
う
別
表
第
七
の
十
六
の
項
か
ら
二
十
の
項
ま
で
の
上
欄
に
掲

に
掲
げ
る
機
械
等
（
以
下
「
特
定
化
学
設
備
等
」
と
い
う
。
）
の
設
置
に
つ

げ
る
機
械
等
（
以
下
「
特
定
化
学
設
備
等
」
と
い
う
。
）
の
設
置
に
つ
い
て

い
て
は
、
法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
要
し
な
い
も
の
と

は
、
法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
要
し
な
い
も
の
と
す
る

す
る
。

。

別
表
第
七
（
第
八
十
六
条
、
第
八
十
八
条
関
係
）

別
表
第
七
（
第
八
十
六
条
、
第
八
十
八
条
関
係
）

機
械
等
の
種
類

事
項

図
面
等

機
械
等
の
種
類

事
項

図
面
等

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
十

特
化
則
第

一

排
液
処
理
の
業
務

一

周
囲
の
状
況
及
び
四
隣

二
十

特
化
則
第

一

排
液
処
理
の
業
務

一

周
囲
の
状
況
及
び
四
隣

十
一
条
第
一
項

の
概
要

と
の
関
係
を
示
す
図
面

十
一
条
第
一
項

の
概
要

と
の
関
係
を
示
す
図
面

の
排
液
処
理
装

の
排
液
処
理
装

置

二

排
液
の
処
理
方
式

二

排
液
処
理
装
置
の
構
造

置

二

排
液
の
処
理
方
式

二

排
液
処
理
装
置
の
構
造

及
び
処
理
能
力

の
図
面

及
び
処
理
能
力

の
図
面

三

主
要
構
造
部
分
の

三

局
所
排
気
装
置
が
設
置

三

主
要
構
造
部
分
の

三

局
所
排
気
装
置
が
設
置

構
造
の
概
要

さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ

構
造
の
概
要

さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ



て
は
、
局
所
排
気
装
置
摘

て
は
、
局
所
排
気
装
置
摘

要
書
（
様
式
第
二
十
五
号

要
書
（
様
式
第
二
十
五
号

）

）

四

プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気

四

プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気

装
置
が
設
置
さ
れ
て
い
る

装
置
が
設
置
さ
れ
て
い
る

場
合
に
あ
つ
て
は
プ
ッ
シ

場
合
に
あ
つ
て
は
プ
ッ
シ

ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
摘
要

ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
摘
要

書
（
様
式
第
二
十
六
号
）

書
（
様
式
第
二
十
六
号
）

二
十
の
二

特
化

一

一
・
三
―
ブ
タ
ジ

一

周
囲
の
状
況
及
び
四
隣

則
第
三
十
八
条

エ
ン
等
を
製
造
し
、

と
の
関
係
を
示
す
図
面

の
十
七
第
一
項

若
し
く
は
取
り
扱
う

の
一
・
三
―
ブ

設
備
か
ら
試
料
を
採

二

作
業
場
所
の
全
体
を
示

タ
ジ
エ
ン
等
（

取
し
、
又
は
当
該
設

す
図
面

以
下
こ
の
項
に

備
の
保
守
点
検
を
行

お
い
て
「
一
・

う
作
業
の
概
要

三

一
・
三
―
ブ
タ
ジ
エ
ン

三
―
ブ
タ
ジ
エ

等
の
ガ
ス
の
発
散
源
を
密

ン
等
」
と
い
う

二

一
・
三
―
ブ
タ
ジ

閉
す
る
設
備
又
は
全
体
換

。
）
に
係
る
発

エ
ン
等
の
ガ
ス
の
発

気
装
置
の
図
面

散
抑
制
の
設
備

散
源
を
密
閉
す
る
設

（
屋
外
に
設
置

備
に
あ
つ
て
は
、
密

四

局
所
排
気
装
置
が
設
置

さ
れ
る
も
の
を

閉
の
方
式
、
主
要
構

さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ

除
く
。
）

造
部
分
の
構
造
の
概

て
は
、
局
所
排
気
装
置
摘

要
及
び
そ
の
機
能

要
書
（
様
式
第
二
十
五
号

）

三

全
体
換
気
装
置
に

あ
つ
て
は
、
型
式
、

五

プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気

主
要
構
造
部
分
の
構

装
置
が
設
置
さ
れ
て
い
る

造
の
概
要
及
び
そ
の

場
合
に
あ
つ
て
は
プ
ッ
シ

機
能

ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
摘
要



書
（
様
式
第
二
十
六
号
）

二
十
の
三

特
化

一

硫
酸
ジ
エ
チ
ル
等

一

周
囲
の
状
況
及
び
四
隣

則
第
三
十
八
条

を
触
媒
と
し
て
取
り

と
の
関
係
を
示
す
図
面

の
十
八
第
一
項

扱
う
作
業
の
概
要

の
硫
酸
ジ
エ
チ

二

作
業
場
所
の
全
体
を
示

ル
等
（
以
下
こ

二

硫
酸
ジ
エ
チ
ル
等

す
図
面

の
項
に
お
い
て

の
蒸
気
の
発
散
源
を

「
硫
酸
ジ
エ
チ

密
閉
す
る
設
備
に
あ

三

硫
酸
ジ
エ
チ
ル
等
の
蒸

ル
等
」
と
い
う

つ
て
は
、
密
閉
の
方

気
の
発
散
源
を
密
閉
す
る

。
）
に
係
る
発

式
、
主
要
構
造
部
分

設
備
又
は
全
体
換
気
装
置

散
抑
制
の
設
備

の
構
造
の
概
要
及
び

の
図
面

（
屋
外
に
設
置

そ
の
機
能

さ
れ
る
も
の
を

四

局
所
排
気
装
置
が
設
置

除
く
。
）

三

全
体
換
気
装
置
に

さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ

あ
つ
て
は
、
型
式
、

て
は
、
局
所
排
気
装
置
摘

主
要
構
造
部
分
の
構

要
書
（
様
式
第
二
十
五
号

造
の
概
要
及
び
そ
の

）

機
能

五

プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気

装
置
が
設
置
さ
れ
て
い
る

場
合
に
あ
つ
て
は
プ
ッ
シ

ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
摘
要

書
（
様
式
第
二
十
六
号
）

二
十
一

電
離
則

上
欄
に
掲
げ
る
機
械
等

一

管
理
区
域
を
示
す
図
面

二
十
一

電
離
則

上
欄
に
掲
げ
る
機
械
等

一

管
理
区
域
を
示
す
図
面

第
十
五
条
第
一

を
用
い
る
業
務
、
製
品

第
十
五
条
第
一

を
用
い
る
業
務
、
製
品

項
の
放
射
線
装

及
び
作
業
工
程
の
概
要

二

放
射
線
装
置
に
あ
つ
て

項
の
放
射
線
装

及
び
作
業
工
程
の
概
要

二

放
射
線
装
置
に
あ
つ
て

置
（
放
射
性
同

は
放
射
線
装
置
摘
要
書
（

置
（
放
射
性
同

は
放
射
線
装
置
摘
要
書
（

位
元
素
等
に
よ

様
式
第
二
十
七
号
）
、
そ

位
元
素
等
に
よ

様
式
第
二
十
七
号
）
、
そ

る
放
射
線
障
害

の
他
の
機
械
等
に
あ
つ
て

る
放
射
線
障
害

の
他
の
機
械
等
に
あ
つ
て



の
防
止
に
関
す

は
放
射
線
装
置
室
等
摘
要

の
防
止
に
関
す

は
放
射
線
装
置
室
等
摘
要

る
法
律
（
昭
和

書
（
様
式
第
二
十
八
号
）

る
法
律
（
昭
和

書
（
様
式
第
二
十
八
号
）

三
十
二
年
法
律

三
十
二
年
法
律

第
百
六
十
七
号

第
百
六
十
七
号

）
第
十
二
条
の

）
第
十
二
条
の

五
第
二
項
に
規

五
第
二
項
に
規

定
す
る
表
示
付

定
す
る
表
示
付

認
証
機
器
又
は

認
証
機
器
又
は

同
条
第
三
項
に

同
条
第
三
項
に

規
定
す
る
表
示

規
定
す
る
表
示

付
特
定
認
証
機

付
特
定
認
証
機

器
を
除
く
。
）

器
を
除
く
。
）

、
電
離
則
第
十

、
電
離
則
第
十

五
条
第
一
項
の

五
条
第
一
項
の

放
射
線
装
置
室

放
射
線
装
置
室

、
電
離
則
第
二

、
電
離
則
第
二

十
二
条
第
二
項

十
二
条
第
二
項

の
放
射
性
物
質

の
放
射
性
物
質

取
扱
作
業
室
又

取
扱
作
業
室
又

は
電
離
則
第
二

は
電
離
則
第
二

条
第
二
項
の
放

条
第
二
項
の
放

射
性
物
質
に
係

射
性
物
質
に
係

る
貯
蔵
施
設

る
貯
蔵
施
設

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

様
式
第

号

（
略
）

様
式
第

号

（
略
）

20

20

様
式
第

号
の
４

（
略
）

様
式
第

号
の
４

（
略
）

20

20

様
式
第

号
の
７

（
略
）

様
式
第

号
の
７

（
略
）

21

21



○

厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生

労
働
省
令
第
四
十
四
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
一
（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

表
一

表
一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

特
定
化
学
物
質
障

（
略
）

特
定
化
学
物
質
障

（
略
）

害
予
防
規
則
（
昭

第
三
十
八
条
の
十
七
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る

害
予
防
規
則
（
昭

第
三
十
八
条
の
十
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
存

和
四
十
七
年
労
働

記
録
の
保
存

和
四
十
七
年
労
働

省
令
第
三
十
九
号

第
三
十
八
条
の
十
八
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る

省
令
第
三
十
九
号

）

記
録
の
保
存

）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
二
（
第
五
条
、
第
六
条
及
び
第
七
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
五
条
、
第
六
条
及
び
第
七
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

特
定
化
学
物
質
障

（
略
）

特
定
化
学
物
質
障

（
略
）

害
予
防
規
則

第
三
十
八
条
の
十
七
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る

害
予
防
規
則

第
三
十
八
条
の
十
の
規
定
に
よ
る
記
録

記
録

第
三
十
八
条
の
十
八
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る

記
録（

略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）


